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別紙 

申 請 事 項 記 載 書 

 

１ 調査の名称 

  社会生活基本調査 

 

２ 変更の内容 

変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

４ 報告を求める者 

（１）数 

  ① 調査票Ａ 

約79,000世帯及びその10歳以上の世帯

員約190,000人（母集団の大きさ 約5000

万世帯、約１億1600万人） 

 

  ② 調査票Ｂ 

約5,000世帯及びその10歳以上の世帯員

約10,000人（母集団の大きさ 約5000万世

帯、約１億1600万人） 

 

 

 

 

４ 報告を求める者 

（１）数 

  ① 調査票Ａ 

約76,000世帯及びその10歳以上の世帯

員約190,000人（母集団の大きさ 約4700

万世帯、約１億1500万人） 

 

  ② 調査票Ｂ 

約4,000世帯及びその10歳以上の世帯員

約10,000人（母集団の大きさ 約4700万世

帯、約１億1500万人） 

 

 

 

 

 

 

１世帯当たり10歳以上世帯人

員の減少に伴い、前回並みの

標本数を確保するため、世帯

数を拡大 
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（２）選定の方法（□全数 ■無作為抽出 □有

意抽出） 

報告を求める世帯（以下「調査世帯」という。）

は、第１次抽出単位を平成17年国勢調査調査区

（以下「調査区」という。）とし、第２次抽出

単位を世帯とする層化２段抽出法により選定

する。 

第１次抽出では、47都道府県ごとに人口に基

づく確率比例系統抽出により、全国で6,976調

査区を抽出する。調査票Ａに係る調査区と調査

票Ｂに係る調査区は、独立に抽出を行い、調査

区数はそれぞれ6,584及び392とする。 

第２次抽出では、等確率系統抽出により、各

調査区から12世帯を抽出する。 

なお、「１日の生活時間」に関しては、曜日

ごとの結果を集計するため、標本調査区を無作

為に八つのグループに分け、グループごとに10

月15日から10月23日までの９日間のうち連続

する２日間を調査日として選定する（詳細は別

添１のとおり）。 

 

 

 

（２）選定の方法（□全数 ■無作為抽出 □有

意抽出） 

報告を求める世帯（以下「調査世帯」という。）

は、第１次抽出単位を平成12年国勢調査調査区

（以下「調査区」という。）とし、第２次抽出

単位を世帯とする層化２段抽出法により選定

する。 

第１次抽出では、47都道府県ごとに人口に基

づく確率比例系統抽出により、全国で6,696調

査区を抽出する。調査票Ａに係る調査区と調査

票Ｂに係る調査区は、独立に抽出を行い、調査

区数はそれぞれ6,344及び352とする。 

第２次抽出では、等確率系統抽出により、各

調査区から12世帯を抽出する。 

なお、「１日の生活時間」に関しては、曜日

ごとの結果を集計するため、標本調査区を無作

為に八つのグループに分け、グループごとに10

月14日から10月22日までの９日間のうち連続

する２日間を調査日として選定する（詳細は別

添１のとおり）。 

 

 

 

 

 

 

 

利用できる最新の国勢調査の

調査区情報を使用するため、

変更 

 

 

１世帯当たり10歳以上世帯人

員の減少に伴い、前回並みの

標本数を確保するため、調査

区数を拡大 

 

 

 

 

 

調査日の変更に伴う変更 
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（３）報告義務者 

① 後記５（１）①に掲げる事項については

調査世帯の世帯員が、後記５（１）②に掲

げる事項については調査世帯の10歳未満

の世帯員が、後記５（１）③に掲げる事項

については調査世帯の10歳以上の世帯員

が、後記５（１）④に掲げる事項について

は調査世帯の15歳以上の世帯員が、後記５

（１）⑤に掲げる事項については調査世帯

の60歳以上の世帯員が、後記５（１）⑥に

掲げる事項については調査世帯の世帯主

がそれぞれ報告しなければならない。 

② 調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者

は、前記①の規定により報告すべき者に代

わって当該報告を行うことができる。 

③ 前記①及び②の規定による報告は、調査

票に記入し、調査員の質問に答え、調査票

を提出することにより行うものとする。 

  ただし、調査票Ｂの報告を求められる調

査世帯については、政府統計共同利用シス

テムを利用して報告することができる。 

 

 

（３）報告義務者 

① 後記５（１）①に掲げる事項については

調査世帯の世帯員が、後記５（１）②に掲

げる事項については調査世帯の10歳以上

の世帯員が、後記５（１）③に掲げる事項

については調査世帯の15歳以上の世帯員

が、後記５（１）④に掲げる事項について

は調査世帯の60歳以上の世帯員が、後記５

（１）⑤に掲げる事項については調査世帯

の世帯主がそれぞれ報告しなければなら

ない。 

 

② 調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者

は、前記①の規定により報告すべき者に代

わって当該報告を行うことができる。 

③ 前記①及び②の規定による報告は、調査

票に記入し、調査員の質問に答え、調査票

を提出することにより行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

調査事項の変更に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査票Ｂにおける、オンライ

ン調査の導入に伴う記述を追

加 
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５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又

は期間 

（１）報告を求める事項 

調査は、調査票Ａ（別添２）及び調査票Ｂ（別

添３）により、以下の事項を調査する。 

ただし、調査票Ａについては、③のエの事項、

調査票Ｂについては、③のオ～ケ、④のウ、ク、

サ及び⑤の事項を除く。 

① すべての世帯員に関する事項 

ア 世帯主との続柄 

イ 出生の年月又は年齢 

ウ 在学、卒業等教育又は保育の状況 

② 10歳未満の世帯員に関する事項 

  育児支援の利用の状況 

③ 10歳以上の世帯員に関する事項 

ア 氏名 

イ 男女の別 

ウ 配偶の関係 

 

エ 携帯電話、パーソナルコンピュータ 

その他の情報通信に関連する機器の 

使用の状況 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又

は期間 

（１）報告を求める事項 

調査は、調査票Ａ（別添２）及び調査票Ｂ（別

添３）により、以下の事項を調査する。 

ただし、調査票Ｂについては、②のカ～サ、

③のイ、オ、キ～ケ及び④の事項を除く。 

 

① すべての世帯員に関する事項 

ア 世帯主との続柄 

イ 出生の年月又は年齢 

ウ 在学、卒業等教育又は保育の状況 

 

 

② 10歳以上の世帯員に関する事項 

ア 氏名 

イ 男女の別 

ウ 配偶の関係 

エ 介護の状況 

オ 携帯電話、パーソナルコンピュータ 

その他の情報通信に関連する機器の 

使用の状況 

カ インターネットの利用の状況 

 

 

調査事項の変更に伴う変更 

 

 

「公的統計の整備に関する基

本的な計画」への対応、「新

成長戦略」が掲げるワーク・

ライフ・バランスの分析など

に資する観点から調査事項を

追加し、重要度の低まった調

査事項を削除 
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オ 学習・研究活動の状況 

カ ボランティア活動の状況 

キ スポーツ活動の状況 

ク 趣味・娯楽活動の状況 

ケ 旅行・行楽の状況 

コ 生活時間配分及び天候 

④ 15歳以上の世帯員に関する事項 

ア 介護の状況 

イ 就業状態 

ウ 就業希望の状況 

エ 従業上の地位 

オ 勤務形態 

カ 年次有給休暇の取得日数 

キ 仕事の種類 

ク 所属の企業全体の従業者数 

ケ ふだんの１週間の就業時間 

コ 希望する１週間の就業時間 

サ 通勤時間 

 

 

シ ふだんの健康状態 

ス 仕事からの年間収入 

 

キ 学習・研究活動の状況 

ク ボランティア活動の状況 

ケ スポーツ活動の状況 

コ 趣味・娯楽活動の状況 

サ 旅行・行楽の状況 

シ 生活時間配分及び天候 

③ 15歳以上の世帯員に関する事項 

 

ア 就業状態 

イ 就業希望の状況 

ウ 従業上の地位 

 

 

エ 仕事の種類 

オ 所属の企業全体の従業者数 

カ ふだんの１週間の就業時間 

 

キ 通勤時間 

ク 週休制度 

ケ 連続した休暇の取得の状況 
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⑤ 60歳以上の世帯員に関する事項 

子の住居の所在地 

⑥ 世帯に関する事項 

ア 世帯の種類 

イ 10歳以上の世帯員数 

ウ 10歳未満の世帯員数 

エ 住居の種類 

 

オ 自家用車の所有の状況 

カ 世帯の年間収入 

キ 介護支援の利用の状況 

ク 不在者の有無 

 

（２）基準となる期日又は期間 

調査は、実施年の10月20日現在によって行

う。 

ただし、生活時間の配分についての調査は、

実施年の10月15日から10月23日までの９日間

のうちから、調査区ごとに、総務大臣が定める

２日間とする。 

生活行動（学習・研究活動の状況、ボランテ

ィア活動の状況、スポーツ活動の状況、趣味・

娯楽活動の状況、旅行・行楽の状況）について

④ 60歳以上の世帯員に関する事項 

子の住居の所在地 

⑤ 世帯に関する事項 

ア 世帯の種類 

イ 10歳以上の世帯員数 

ウ 10歳未満の世帯員数 

エ 住居の種類 

オ 居住室の数 

カ 自家用車の所有の状況 

キ 世帯の年間収入 

ク 介護支援の利用の状況 

ケ 不在者の有無 

 

（２）基準となる期日又は期間 

調査は、実施年の10月20日現在によって行

う。 

ただし、生活時間の配分についての調査は、

実施年の10月14日から10月22日までの９日間

のうちから、調査区ごとに、総務大臣が定める

２日間とする。 

生活行動（インターネットの利用の状況、学

習・研究活動の状況、ボランティア活動の状況、

スポーツ活動の状況、趣味・娯楽活動の状況、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活時間の調査日は曜日で規

定しているため、年による曜

日の違いに合わせて変更 

 

調査事項の変更に伴う変更 
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は、過去１年間の状態を調査する。 

 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（２）調査方法（■調査員調査 □郵送調査 ■

オンライン調査 □その他（    ）） 

 ① 統計調査員 

ア 都道府県知事は、統計調査員として指

導員及び調査員を置く。 

指導員及び調査員は、都道府県知事の

指揮監督を受けて、担当調査区内にある

調査世帯に係る調査票の配布及び取集、

関係書類の作成並びにこれらに附帯す

る事務を行う。 

イ 前記アの規定にかかわらず、指導員

は、都道府県知事の指揮監督を受けて、

調査員に対する指導、調査票その他関係

書類の検査及びこれらに附帯する事務

を行うものとする。 

ウ 前記ア及びイの規定にかかわらず、特

別の事情により調査員が前記アの事務

の一部を行うことができないときは、都

道府県知事の定めるところにより、指導

旅行・行楽の状況）については、過去１年間の

状態を調査する。 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（２）調査方法（■調査員調査 □郵送調査 □

オンライン調査 □その他（    ）） 

 ① 統計調査員 

ア 都道府県知事は、統計調査員として指

導員及び調査員を置く。 

指導員及び調査員は、都道府県知事の

指揮監督を受けて、担当調査区内にある

調査世帯に係る調査票の配布及び取集、

関係書類の作成並びにこれらに附帯す

る事務を行う。 

イ 前記アの規定にかかわらず、指導員

は、都道府県知事の指揮監督を受けて、

調査員に対する指導、調査票その他関係

書類の検査及びこれらに附帯する事務

を行うものとする。 

ウ 前記ア及びイの規定にかかわらず、特

別の事情により調査員が前記アの事務

の一部を行うことができないときは、都

道府県知事の定めるところにより、指導

 

 

 

 

調査世帯が調査票に回答しや

すく、提出しやすい調査方法

とするため、調査票Ｂにおけ

るオンライン調査を追加 
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員が当該事務を行うものとする。 

 

② 調査の方法 

調査は、調査員（前記①ウの規定により

調査員の事務の一部を行う指導員を含

む。）が調査世帯ごとに調査票を配布し、

及び取集し、並びに質問することにより行

う。 

ただし、前記４（３）②ただし書記載に

よる場合には、総務省が、政府統計共同利

用システムから当該世帯に係る報告を求

める事項を入手する。 

 

７ 報告を求める期間 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

   平成23年10月６日～10月29日 

 

８ 集計事項 

次の事項について、全国、14地域、都道府県、

都市階級、大都市圏、人口集中地区の別に集計

する（詳細は別添４のとおり）。 

① １日の生活行動別平均時間、時間帯別の生

活行動の状況及び主な生活行動の平均時刻

員が当該事務を行うものとする。 

 

② 調査の方法 

調査は、調査員（前記①ウの規定により

調査員の事務の一部を行う指導員を含

む。）が調査世帯ごとに調査票を配布し、

及び取集し、並びに質問することにより行

う。 

 

 

 

 

 

７ 報告を求める期間 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

   平成18年10月７日～10月26日 

 

８ 集計事項 

次の事項について、全国、14地域、都道府県、

都市階級、大都市圏、人口集中地区の別に集計

する（詳細は別添４のとおり）。 

① １日の生活行動別平均時間、時間帯別の生

活行動の状況及び主な生活行動の平均時刻

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン調査の導入に伴う

記述を追加 

 

 

 

 

調査日の変更に伴う変更及び

オンライン調査の導入に伴

い、調査票の提出状況の把握

に時間を要することから、調

査の実施期間を延長 
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に関する事項 

② 学習・研究活動、ボランティア活動、スポ

ーツ活動、趣味・娯楽活動及び旅行・行楽の

状況に関する事項 

 

に関する事項 

② インターネットの利用の状況、学習・研究

活動、ボランティア活動、スポーツ活動、趣

味・娯楽活動及び旅行・行楽の状況に関する

事項 

 

調査事項の変更に伴う変更 

 


